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平成２０年度宇土市財政の健全化判断比率審査意見について

　 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により，審査に付された平成２０

年度宇土市財政の健全化判断比率について審査を実施したので，その結果について次のとおり意

見書を提出します。
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１．審 査 の 期 間

　　　平成２１年７月２９日から８月１１日まで

２．審 査 の 方 法

　　 健全化判断比率の審査にあたっては,市長から送付された健全化判断比率報告書・その他財務

　 諸表が法令の規定に基づいて作成され,健全化判断比率が正しく表示しているか否かについて,

 　関係諸帳簿との照合を行うとともに必要に応じて関係職員の説明を求め実施した。

 　

３．審 査 の 結 果

　（１）総括的意見

　　　審査に付された健全化判断比率報告書・その他財務諸表は,いずれも関係法令に準拠して作成

　　処理されており，計数的にも関係諸帳簿を照合した結果正確であり,健全化判断比率は１９年度同

　　様，早期健全化基準を下回っているものと認めた。今後も引続き，健全な財政運営に努められるよ

　　う要望する。

（　）内は１９年度数値

　（２）是正改善を要する事項

　　　 特に指摘すべき事項はない。

　（３）健全化判断比率の算定方法については，次のとおりである。

２０年度 １９年度 早期健全化基準

― ― 13.73（13.71）

％ ％

財政再生基準

20.0（20.0）

40.0（40.0）

35.0（35.0）

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率 ― ― 18.73（18.71）

％ ％

将 来 負 担 比 率 92.6 100.6 350.0（350.0）

実質公債費比率 15.5 17.2 25.0（25.0）
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単位：千円

◎実質赤字比率 ： 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率(早期健全化基準　１３．７３％）

　　・繰上充用額＝歳入不足のため，翌年度歳入を繰上げて充用した額（0）

　　・支払繰延額＝実質上歳入不足のため，支払を翌年度に繰延べた額（0）

　　・事業繰越額＝実質上歳入不足のため，事業を繰越した額（0）

◎連結実質赤字比率 ： 全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率（早期健

　　　　　　　　　　　　　　  　全化基準　１８．７３％）

　　・（Ａ）一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち，実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額（0）

　　・（Ｂ）公営企業の特別会計のうち，資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額（0）

　　・（Ｃ）一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち，実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額（532,201）

　　・（Ｄ）公営企業の特別会計のうち，資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額（55,203）

◎実質公債費比率(３か年平均) ： 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る比率（早期健全化基準　２５．０％）

⑱ ⑲ ⑳

1,174,172 1,071,148 969,211

6,953,483 6,890,935 6,829,374

(16.8) (15.5) (14.1)

・（Ｅ）元利償還金・・・公債費充当一般財源額（繰上，満期一括を除く）（1,687,599）

・（Ｅ´）準元利償還金の内容

④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（54,117）

⑤一時借入金の利子（0）

× ＋ 〕〕 〔 ×〔 × 100

②一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち，公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの（103,352）

③組合･地方開発事業団（組合等）への負担金･補助金のうち，組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの（326,447）

÷

=
繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

標準財政規模

（ Ａ ＋ Ｂ ）－（ Ｃ ＋ Ｄ ）
=

標準財政規模 8,061,678

①満期一括償還地方債について,償還期間を３０年とする元金均等年賦償還をした場合の1年当たりの元金償還金相当額（30,000）

100 〕〔

標準財政規模－（元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　=  15.5%

（元利償還金（Ｅ）＋準元利償還金（Ｅ´）－（特定財源＋元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

100 3

 －(赤字なし)

8,061,678
　　=　－（赤字なし）

 －(赤字なし)
　　=　－（赤字なし）

＋
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単位：千円

◎将来負担比率 ： 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率（早期健全化基準

   　            　　     ３５０．０％）

・（Ｆ）将来負担額の内容

①一般会計等の地方債現在高（17,164,972）

②債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）（104,784）

③一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額（1,060,827）

④当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額（1,011,700）

⑤退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち，一般会計等の負担見込額（2,502,380）

⑥地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額，その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のう

　 ち，当該法人等の財務･経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額（262,682）

⑦連結実質赤字額（0）

⑧組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額（0）

×100
22,107,345－15,778,621

将来負担額（Ｆ）－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　=  92.6%=
6,328,724

8,061,678－1,232,304 6,829,374
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